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平成27年度第2回草加市総合教育会議

平成27年11月11日（水）午後1時25分から

草加市役所本庁舎第三委員会室（3階）

○議題

協議・調整事項教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱案
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午後1時25分開会

◎開会の宣言

○小林総合政策部長それでは、定刻前ではございますが、各委員さん、お揃いになりました

ので、始めさせていただきます。

ただいまから平成27年度第2回草加市総合教育会議を始めさせていただきます。

本日の司会を務めさせていただきます､総合政策部長の小林でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

◎前回協議・調整事項の報告

○小林総合政策部長まず､初めに事務局から前回の会議で調整がついた事項についてご報告

をさせていただきます。

○青木教育総務部副部長（兼）総務企画課長それでは、5月19日に行われました第1回総

合教育会議で調整がついた事項についてご報告いたします。

協議・調整事項としまして3点ございました。1点目が草加市総合教育会議運営要綱の制定

について、2点目が草加市総合教育会議傍聴規則の制定について、3点目が教育、学術及び文

化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定についてでございます。

1点目と2点目の要綱及び規則の制定につきましては、ともに承認されました。また、3点

目の大綱の策定につきましては､第二次草加市教育振興基本計画の総論部分を抜き出して、そ

れを大綱と定めていき、今後、その中身について協議・調整を行っていくことが確認されまし

た。

以上でございます。

○小林総合政策部長ただいま事務局から前回の会議で調整のついた事項についてご報告が

ありましたが、これにつきまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

特によろしいですか。ありがとうございます。

◎配付資料の確認

○小林総合政策部長次に、お配りしております資料の確認をさせていただきます。

初めに、会議次第でございます。次に、資料1といたしまして、（仮称）第二次草加市教育

振興基本計画（素案）でございます。資料2といたしまして、（仮称）第二次草加市教育振興
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基本計画（素案）の概要でございます。資料3といたしまして、草加市教育大綱（案）でござ

います。

資料はお揃いでしょうか。ありがとうございます。

◎議案審議

○小林総合政策部長それでは、これから議事に入らせていただきます。

議事進行につきましては、田中市長にお願いいたします。

○田中和明市長それでは、議長を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

次第に基づきまして、進めさせていただきます。

》

一

◎協議･調整事項｢教育､学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱案について」

○田中和明市長まず、本日の協議・調整事項でございますけれども、「教育、学術及び文化

の振興に関する総合的な施策の大綱案について」でございます。

先ほど事務局より報告がありました大綱については､第二次草加市教育振興基本計画の総論

部分を抜き出して大綱とすると説明がありましたので､まずは大綱のもとになる第二次草加市

教育振興基本計画について説明をお願いいたします。

○青木教育総務部副部長（兼）総務企画課長それでは、事務局から、（仮称）第二次草加市

教育振興基本計画（素案）につきましてご説明を申し上げます。

お配りいたしました資料のうち、資料1の計画（素案）、併せて、資料2の計画（素案）の

概要についてご覧いただきながらお聞きください。

本計画策定に当たって、これまでの取組でございますが、昨年度から教育委員会において検

討を始めました。今年8月には事務局素案の原案を作成し、9月からは教育委員会の附属機関

や市長部局に意見照会を行い、素案として取りまとめをしたものでございます。

まず、素案の表紙、裏のページになりますが、目次をご覧ください。計画でございますが、

全6章から構成され､第1章から第4章までが計画の基本的事項等を記載した箇所でございま

す。第5章、施策の展開は、施策の方向及び主な取組の中で、今後、4年間、計画期間の中で

取り組む具体の内容を示したところとなります｡また､第6章につきましては､計画の推進に

際してと題し、特に重点的に取り組んでいく3つの施策を掲げております。

それでは、素案をお開きください。「第1章計画の基本的事項」では、計画策定の経緯、
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